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第３期高知県医療費適正化計画実績評価（平成30年度～令和5年度）概要

 【高知県の医療費の状況】
○一人当たり県民医療費　479千円で全国1位 （R4年度）
○一人当たり入院医療費  229千円（全国1位）、全国平均の約1.6倍（R4年度）
○県民医療費は県民所得の17.8%を占め、全国（11.4%）の約1.6倍（R3年度）
○令和３年度の県民医療費（実績見込み）は3,224億円となっており、前年度に比べ 
  1.8％の増加。
○高齢化が進行し、医療費に対する後期高齢者医療費の占めるウェイトが高い。
　 令和３年度後期高齢者医療費の実績見込み
　　・高知県：1,491億円（県民医療費の46.2％）
　　・全国：17.1兆円（国民医療費の37.9％）

○本県では、県民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標を定め、県民の健康増進や生活の質の向上を確保しながら、結果として、将来的な医療費
の伸びの抑制が図られることを目指して、平成30年度から令和5年度までを計画期間として、平成30年3月に第3期高知県医療費適正化計画を策定。
○高齢者の医療の確保に関する法律第12条第1項の規定により、都道府県が策定する医療費適正化計画については、計画期間の終了の翌年度に目標の達成状況及び施策の
実施状況の調査及び分析を行い、実績評価を行うものとされており、今回、第3期の計画期間が令和5年度で終了したことから、平成30年度から令和5年度までの第3期高知県
医療費適正化計画の実績評価を行うもの。

第１章　実績に関する評価の位置付け

○令和４年度都道府県別１人当たり県民医療費

○令和４年度都道府県別１人当たり県民医療費（入院）

第２章　医療費を取り巻く状況

○令和４年度都道府県別１人当たり県民医療費（入院外）

1位 479千円

全国平均 374千円 
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1位 229千円 

全国平均 139千円 
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目標の達成状況 取組内容 取組に対する評価分析 課題と今後の施策

第１．県民の健康の保持の推進に関する目標及び施策の進捗状況

（１）
特定
健康
診査

○特定健康診査実施率
目標：65％以上
実績：53.7％
　　　（R4年度）
全国：58.1％
　　　（R4年度）

○特定健診・特定保健指導の受診勧奨等の徹底
・市町村国保では、保険者努力支援制度を活用した未受診者対策の
推進や、他市町村の効果的な取組方法の情報提供・助言を行うなど、
市町村の取組を支援した。
・全国健康保険協会高知支部では、市町村と連携した特定健診・がん
検診とのセット化の拡大に取り組み、受診率の低い被扶養者の受診率
向上を図った。

○受診勧奨に取り組む健康づくり団体の育成・活性化支援
・令和4年度は、2団体に対して助成を行い、個別訪問や電話による受
診勧奨、啓発資材の作成、健康づくり団体の合同研修会の開催などに
取り組んだ。

○広報等による啓発
・ＣＭやラジオなどのマスメディアやチラシ、健康講座などに加えて、SNSや
インターネットなどのさまざまな媒体を活用し、特定健診・特定保健指導
の受診の必要性について啓発。
・健康パスポート事業を活用し、健診受診のきっかけづくりとして啓発を実
施。

・R4年度の県全体の実施率は、
H30年度より3.0ポイント上昇し
53.7%となっているものの全国平
均58.1%より4.4ポイント低い
（全国32位）。
・R4年度の市町村国保は、H30
年度より1.7ポイント減少し
36.6%（対前年度比+1.0ポイ
ント）で全国平均37.5%より0.9
ポイント低い（全国32位）。
・各保険者の実施率向上対策に
より、全国平均に近づいてきたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大
の影響により令和2年度に落ち込
んで以降、回復傾向にはあるもの
の、全国との差が広がっている状況。

・さらなる実施率の向上を図るために、
これまでの取り組みに加えて、市町村
国保における実施率の最も低い層で
ある40歳台前半と、退職して国保に
加入する者が多くなる60歳台前半
へ重点的に受診の必要性を啓発す
るとともに、被保険者が所属する団
体と連携した受診勧奨の啓発などに
取り組む。
・協会けんぽ被扶養者の未受診者
対策への助言等支援を継続するとと
もに保険者協議会を通じて各保険
者の取組について情報共有し、県全
体の受診率向上につなげる。

（２）
特定
保健
指導

○特定保健指導実施率
目標：45％以上
実績：25.6％
　　　　(R4年度)
全国：26.5％
　　　　(R4年度)

○特定保健指導の実施率向上のための支援
・各保険者や特定保健指導の受託機関の従事者を対象に、特定保健
指導従事者育成研修会を毎年開催。
・健康パスポート事業を活用し、特定保健指導利用のきっかけづくりとし
て県民への啓発を実施。
・市町村国保においては、特定保健指導対象者に専門職による電話で
の利用勧奨や、未利用者への訪問による利用勧奨等を行い、実施率
向上に取り組んだ。

・R4年度の県全体の実施率は、
H30年度より1.9ポイント上昇し
25.6%となっているものの全国平
均26.5%より0.9ポイント低い
（全国33位）。
・R4年度の市町村国保は、H30
年度より10.2ポイント上昇し
34.6%（対前年度比+1.6ポイ
ント）で全国平均28.8%より5.8
ポイント高い（全国23位）。
・今後も継続して未利用者への勧
奨などを実施していく必要がある。

・各保険者の取り組みや受託機関の
体制強化などにより、実施率の向上
はみられている。
・より一層対策の強化を図っていくた
めに、特定保健指導を行う指導者の
マンパワー不足やスキルアップに対応
する必要があり、保険者の特定保健
指導実施体制への助言等支援や、
対象者の生活習慣病予防につなが
る効果的な特定保健指導が実施で
きる従事者の人材育成や保健指導
資材の作成等を行う。

第３章　目標・施策の進捗状況等
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目標の達成状況 取組内容 取組に対する評価分析 課題と今後の施策

（４）
たばこ
対策

○喫煙率
目標(R5年度)
　・成人男子：20％以下
　・成人女子：5％以下
実績(R4年度)
　・成人男子：27.0％　
　・成人女子： 6.4％
全国(R4年度)
　・成人男子：24.8％　
　・成人女子： 6.2％
○受動喫煙の機会を有する人
の割合
目標(R5年度)
  ・家庭：3％以下
　・職場：10％以下
　・飲食店：14％以下
実績(R4年度)
　・家庭：5.0％
　・職場：19.0％
　・飲食店：9.6％
全国(R4年度)
　・家庭：4.7％
　・職場：18.7％
　・飲食店：14.8％

○禁煙支援体制の強化
・禁煙希望者に対し、より効果的な禁煙治療や保健指導が実施されるよ
う、禁煙治療に保険適用のある医療機関（97機関：令和６年７月時
点）や高知家健康づくり支援薬局（301か所：令和６年８月時点）
などに勤務する医師や歯科医師、看護師、薬剤師及び市町村の保健指
導従事者等を対象に、禁煙支援・治療技術の向上を図る指導者養成
事業を実施。

○受動喫煙の防止
・望まない受動喫煙を防止するため、令和２年度に改正健康増進法が
施行された。県では、各種職業団体の定例会議やチラシ等の配布、県公
報番組等を通じて、改正健康増進法の周知・啓発を行った。また、県内
の飲食店における受動喫煙防止対策の状況を把握するため禁煙・分煙
実態調査を実施。

○禁煙の啓発
・喫煙者に対する禁煙の働きかけとして、チラシやテレビ等メディアを活用し
た周知啓発を実施した。
・未成年の喫煙防止対策として、養護教諭等を対象とした、喫煙による
健康被害の知識や、児童生徒への喫煙防止教育の手法などについて学
ぶ防煙教育研修会を実施。

・県による禁煙支援のための人
材育成や受動喫煙防止の啓
発等に加えて、各保険者にお
ける被保険者への喫煙に対す
る保健指導等の取組等により、
本県の喫煙率は減少傾向に
あり、目標には達していないも
のの、改善傾向にある。
・改正健康増進法の施行に伴
い、特に飲食店、職場において
は受動喫煙対策の取り組みが
進んでいる。

・本県では、喫煙率の低下など
一定の改善はみられるが、全
国と比較すると男女とも喫煙
率は全国より高い状況にある
（全国喫煙率　男性24.8%、
女性6.2%：令和４年国民
健康・栄養調査）。
・喫煙をやめたい人がやめること
ができる環境づくりを推進する
ため、喫煙に関する正しい知
識と理解を持ち、喫煙者に対
して禁煙のきっかけづくりや情報
提供等、専門的な知識に基づ
く助言・支援を行うことができる
人材の育成を行う。
・引き続き改正健康増進法に
基づく受動喫煙対策の強化に
向け、各施設において基準に
合った受動喫煙対策が実施で
きるよう県民や事業所等に対
して周知する。　

・住所地に関係なく、県内実施医療機関のどこでも定期予防接種が受け
られる体制を維持するため、市町村や医師会等と連携し、広域化予防接
種の集合契約を締結。

・年間を通じ、委託契約医療
機関の新規登録や廃止等の
変更について、契約事務を適
宜行い、また、県のホームペー
ジに契約医療機関の情報を
掲載し、県民に広く広報を行っ
ている。

・令和6年秋から始まる新型コ
ロナワクチン予防接種について、
肺炎球菌ワクチン、インフルエン
ザワクチンと同様に、県内実施
医療機関のどこでも予防接種
ができる体制を整備していく。

第３章　目標・施策の進捗状況等

（５）
高齢者
に対す
る予防
接種

広域化予防接種委託契約
　　　　　　　　　　　　医療機関数
○実績(R5年度末)
・肺炎球菌ワクチン　　　374カ所
・インフルエンザワクチン　436カ所

（３）
メタボリッ
クシンド
ロームの
該当者
及び予

備群の減
少率

○減少率(H20年度比）
目標：25％以上減少
実績：12.05％(R4年度)
全国：16.03％(R4年度)

○メタボリックシンドロームの該当者・予備群の早期発見、生活習慣の改善
・特定健診・特定保健指導の実施率向上対策の実施。
・平成30年1月に策定した高知県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、
未治療者や治療中断者への受診勧奨の実施や、治療中で重症化リスクの高い方
への生活指導など、保険者や医療機関と連携した血管病の重症化予防対策に取
り組んだ。
・令和２年度からはポピュレーションアプローチとして、野菜摂取・運動・減塩・禁煙・
節酒の５つの分野における啓発を官民協働で行う「高知家健康チャレンジ」を実施
し、県民の健康意識の向上に取り組んだ。

・該当者及び予備群は、R4年度
の特定健康診査受診者約16万2
千人のうち30.3%の約4万9千人
（該当者18.3% 約3万(割合は
全国9位)、予備群 12.1% 約1
万9千人(割合は全国30位)）
・男性の該当者・予備群は、特定
健診受診者の44.8%

・バランスの良い食事、適度な
運動、禁煙など、より良い生活
習慣に関する県民への啓発や、
早期発見・早期治療を促す特
定健診・特定保健指導、血
管病の重症化予防対策を引
き続き強化して取り組む。

３



目標の達成状況 取組内容 取組に対する評価分析 課題と今後の施策

○高血圧治療者の血圧管理の徹底
・適切な降圧目標や家庭血圧測定の促進について、指導教材を活用し、
医療機関や高知家健康づくり支援薬局等を通じて治療者に啓発。
・全国健康保険協会高知支部と連携した「職場の健康づくり応援研修
会」を開催し、生活習慣病対策について啓発。
・医療機関、薬局、健診機関、保険者等を対象に、血管病対策研修会
を毎年開催。

○潜在的高血圧患者の発見と治療へのつなぎ
・ 塩分摂取について、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、食品メー
カー等と連携し、減塩商品の紹介、減塩料理の提案等を行う「減塩プロ
ジェクト」や、高血圧対策の普及啓発に取り組む企業を「高血圧対策サ
ポーター企業」として認定するなど、官民協働の高血圧対策を実施。
・特定健診・特定保健指導の実施率向上を図るとともに、血圧高値の方
への家庭血圧測定の指導や、健診後に医療機関への受診が必要な方へ
の受診勧奨の実施。

・官民協働での高血圧の危険
性や予防に関する啓発や、医
療関係者等による指導の充実
等により、男性における収縮期
血圧の平均値及び収縮期血
圧130mmHg以上の割合は
改善している。
・一方で、壮年期男性の死亡
原因の約２割は血管病が占
めており、高血圧は最大のリス
ク要因であることから、引き続き、
高血圧治療ガイドラインに沿っ
た治療や服薬指導、保健指
導等の一環した指導体制や、
家庭血圧測定の普及啓発、
医療機関の受診が必要な人
を受診につなげるなどの対策強
化が必要。

・高血圧を予防するための適切
な生活習慣についての啓発や
保健指導の充実等に継続して
取り組む。
・循環器病対策として、高血圧
と喫煙への対策と併せて脂質
異常症に関する対策も、動脈
硬化の抑制のために非常に重
要。
・このため、高血圧、脂質異常
症も含めた循環器病の危険因
子に関する啓発や、適切な治
療につなぐための取組など、循
環器病対策の一層の強化に
取り組む。

第３章　目標・施策の進捗状況等

（６）
高血圧
対策

○収縮期血圧の平均値(40歳以上)
 目標(R5年度)
　・男女とも130mmHg以下　
 実績(令和４年度)
　・男性：135mmHg
  ・女性：134mmHg
全国(R元年度、40-89歳)
　・男性：133.9mmHg
  ・女性：129.0mmHg
○収縮期血圧130mmHg以上の人
の割合(40歳以上)
 目標(R5年度)
　・男女とも45％以下
 実績(R4年度)
　・男性：56.3％　・女性：59.6％
 全国(R元年度、40-89歳)
　・男性：58.0％　・女性：46.1％

（７）
血管病
の重症
化予防
対策

○よさこい健康プラン21の目標値
　　　　　　　　　　　　　　（R5年度）
・糖尿病性腎症による新規透析患者数：　　
　　108人から増加させない 
・特定健診受診者で糖尿病治療中の者
のうち、HbA1c7.0%以上の人の割合：
　　男女とも25%以下 
・未治療ハイリスク者・治療中断者に対す
る指導の成功率：50%以上
○高知県の状況
・糖尿病性腎症による新規透析患者数：
108人(R2年～4年の平均値)
・特定健診受診者で糖尿病治療中の者
のうち、HbA1c7.0%以上の人の割合
：男性42.2％　女性38.4％(R4年度)
・未治療ハイリスク者・治療中断者に対す
る指導の成功率
：未治療ハイリスク者43.6%(R4年度)
　治療中断者76.4％(R4年度)

・「高知県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づく市町村の取組
支援のため、糖尿病看護の専門家等をアドバイザーとして派遣する取組
や、対象者の抽出及び評価支援ツールの開発・運用等を行った。
・令和2年度には、医療機関と保険者が連携した患者支援を行うことで、
透析導入時期の遅延を図る「糖尿病性腎症透析予防強化プログラム」を
策定。
・令和5年度までにモデル地域においてプログラムによる介入を行った結果、
透析導入時期を約５年遅らせる可能性が示唆された。

・糖尿病性腎症による新規透析
患者数の3年間平均は減少傾向
だが、糖尿病治療中の者のうちヘ
モグロビンA1c値7.0％以上の患
者は増加傾向にある。
・市町村への取組支援を行ってき
た結果、医療機関未受診者・治
療中断者への受診勧奨事業につ
いては、受診割合が概ね増加傾
向にあるが、治療中の患者で腎症
が重症化するリスクの高い人への
保健指導事業は、医療機関との
連携体制や保険者の体制上の問
題等から、プログラムの利用件数が
伸び悩んでいる。
・一方、「糖尿病性腎症透析予防
強化プログラム」による介入により透
析導入時期を遅らせる可能性が
示唆されたとともに連携体制が強
化された地域がみられることから、プ
ログラムの普及により、軽度から重
度までの糖尿病性腎症患者に対
する切れ目のない支援体制の構
築が必要。

・「高知県糖尿病性腎症重症
化予防プログラム」及び「高知
県糖尿病性腎症透析予防強
化プログラム」に基づき、保険者
をはじめ、県、県医師会、医療
関係団体がより一層連携しな
がら、医療機関への受診が必
要でありながら受診していない
人や治療中断者に対する受診
勧奨、また、治療中で重症化リ
スクが大きい者に対する保険者
とかかりつけ医、専門医の連携
による生活指導を行うことにより
重症化を防ぐ。
・県は、重症化予防対策に係
る従事者へのスキルアップ研修
会等の実施により、対象者への
適切な情報提供と行動変容を
促す保健指導力の向上を図る。

４



目標の達成状況 取組内容 取組に対する評価分析 課題と今後の施策

○検診の意義・重要性の周知
・個別通知、未受診者への再勧奨等の市町村の受診促進の取り組みを支援。
・啓発チラシやポスター、リーフレットを作成し、市町村や検診医療機関に周知を
行った。
・TVCM、新聞・情報誌に加え、インターネット、SNSへの広告掲載による啓発を実
施した。
○利便性を考慮した検診体制の構築
・セット検診実施市町村に対して当日の受付要員等の支援を行うとともに、住民が
がん検診の申込みをする際の利便性を向上させるため、市町村のウェブ予約システ
ム構築の支援を実施。
・土・日曜日に乳がん・子宮頸がん検診を受けられる医療機関を掲載したチラシを
作成し、市町村・該当医療機関への配付・周知を実施。
・住民が居住市町村に関わらずがん検診を受けることができる、広域がん検診を実
施。
○職域におけるがん検診の推進
・事業者団体との連携により、団体のHPやメールマガジン、情報誌での受診促進に
関する啓発を行い、中小企業等従業員に対し、がん検診の重要性を周知。
・医療保険者等との連携により、職域におけるがん検診に関する啓発リーフレットを
作成し、中小企業等への啓発を実施。
○精密検査の受診率向上
・精密検査の対象となった人が確実に精密検査を受診するために、市町村が検診
結果を把握し、未受診者に効果的な受診勧奨ができる体制整備や、市町村にお
ける精密検査受診率向上の取組に対して財政的・技術的支援を実施。
・がん検診を受けた結果、要精密検査になった人に、できるだけ速やかに医療機関
で精密検査を受けてもらえるよう、精密検査を受けられる医療機関リストを作成。

・全国平均より高い壮年期の
死亡率改善のため、40～50
歳台のがん検診の受診率向
上に重点を置いて平成22年
度から取組を開始。
・対策を講じ始める前と直近の
がん検診受診率を比較すると、
５つの検診全てで受診率が向
上し、特に大腸がん検診は、
18.5ポイント上昇している。

・受診率向上に向けて目標値
を60%以上に設定し、がん検
診の実施主体である市町村が
行う、がん検診と特定健診の
同時実施、職域との連携に基
づく受診機会の拡大、受診手
続きのデジタル化、がん検診の
重要性に関する啓発などの効
果的な取り組みを支援する。
・職域におけるがん検診の実施
状況や課題等の実態を把握し
たうえで、取組が進んでいる企
業の事例紹介や受診促進に
関する啓発等、事業主、医療
保険者等と連携し、職域での
検診実施や受診率向上に対
する支援を行う。

第３章　目標・施策の進捗状況等

（８）
がん
検診

○第３期高知県がん対策推進計
画の目標値（R4年度）
・がん検診の受診率：50%以上
・がん検診の精密検査受診率：
　大腸・子宮頸がん検診
　→90%以上
　肺・胃・乳がん検診　
　→現在の精密検査受診率の
　　　維持・上昇

○高知県の状況
・がん検診の受診率（R4年度県健
康対策課調べ）
肺がん：59.2％、胃がん：41.6％、
大腸がん：46.6%、
子宮頸がん：47.4%、
乳がん：51.7%
・がん検診の精密検査受診率（R3
年度地域保健・健康増進報告書）
肺がん：88.6％、胃がん：93.0％、
大腸がん：83.9%、
子宮頸がん：82.4%、
乳がん：93.9%

（９）
健康

づくりの
県民
運動

○よさこい健康プラン２１の目標値
（R5年度）
・高知家健康パスポートアプリⅠ取得
者数：50,000人以上
・高知家健康パスポートアプリを活用
する事業者数：500事業所
○高知県の状況（R5年度）
・高知家健康パスポートアプリⅠ取得
者：55,643人（R6年3月末時
点）
・高知家健康パスポートを活用する
事業者数：315社（R6年3月末
時点）

・高知家健康パスポート事業（高知家健康パスポートアプリ）を健康づく
り事業のプラットフォームとして展開し、アプリ機能の拡充や定期的なイベン
トの開催、キャンペーンを行い、市町村や事業所の健康づくりを促進し、県
民の健康意識の更なる醸成と健康的な健康行動の定着化を推進。
・全国平均と比べて死亡率が高い働きざかり世代の健康づくりを推進する
ため、県内事業所が行う健康経営の取組支援を実施。

・高知家健康パスポートアプリ
Ⅰの取得者は、令和6年3月
末時点で55,643人となり、目
標値を達成した。
・高知家健康パスポートアプリ
を活用する事業者数は、令和
6年3月末時点で315件で、
目標値には届かなかった。
・県民の健康意識が少しずつ
醸成されている一方で、職場
の健康づくりには、課題が少し
残った。

・依然として、働きざかり世代の
死亡率は全国と比較して高く、
引き続き、県民の健康意識の
醸成と保健行動の定着化に向
けた取り組みが必要。
・地域や職場における、高知家
健康パスポートアプリを活用した
健康づくりの促進のため、市町
村や事業所へのフォローを推進
する。

５



目標の達成状況 取組内容 取組に対する評価分析 課題と今後の施策

第２．医療の効率的な提供の推進に関する目標及び施策の進捗状況

（１）
病床

機能の
分化
及び
連携

○目標：
病床機能の分化及び連
携の推進を目指す
○高知県の状況：
人口10万人当たりの
病床数：
　2,325.8床(R4年度)
医療療養病床数：　　
　645.2床(R4年度)
○全国の状況：
人口10万人当たりの
病床数：
　1,217.1床(R4年度)
医療療養病床数：　　
　222.6床(R4年度)

①医療機関が実施する病床機能分化の取組に対する支援
・不足する機能への病床機能の転換や病床の削減について、地域で協
議を実施し、取組を進めた。
・また、病床機能の転換、病床の削減に伴い必要となる施設・設備整備
にかかる費用や病床の転換を検討する際の経営シミュレーション等にかか
る費用に対して、補助金を交付することで、病床機能の分化を促進した。

②医療機関連携の取組に対する支援
・病床の融通や医療従事者の再配置等により医療機関等相互間の機
能分担や業務の連携を推進することを目的とした、「地域医療連携推進
法人」の認定制度が平成27年に創設され、平成29年から施行された。
・高知県では２法人設立され、新たな法人の設立も検討されるなど、機
能分化、連携強化に向けて取組を進めている。
・県としては、設立及び設立準備に必要となる費用に対する補助制度の
創設や設立検討の協議へ参加し助言するなど、取組の推進を支援して
いる。

・人口10万人当たりの病床数は、
全国平均と比較して多い状況が
続いているが、特に差の大きい療
養病床（介護療養病床除く）に
おいて、全国の人口10万人当たり
の病床数が2.0床増加する中、高
知県では12.9床減少しており、介
護医療院への転換等、病床機能
の分化が進んでいると考えられる。
・また、医療機関連携についても、
地域医療連携推進法人設立が
進んでおり、設立の検討を行ってい
る地域もあるなど取組が進められ
ている。

・病床機能の分化の取組は進められて
きているが、人口10万人当たりの病床
数は全国１位であることから、引き続き
取組を進めるため、病床機能の転換、
病床の削減に伴い必要となる施設・設
備整備にかかる費用や病床の転換を
検討する際の経営シミュレーション等に
かかる費用に対する補助金の交付によ
る支援を実施する。
・郡部では医療提供体制の確保が必
要になっており、連携強化に取り組むこ
とが重要となっているため、地域医療連
携推進法人の設立及び設立準備に
必要となる費用に対する補助金の交
付による支援を継続する。
・地域の医療提供体制の現状・課題
等について、データ分析を実施、結果を
共有することで、地域の協議を推進し、
病床機能の分化、連携強化を進めて
いく。

（２）
地域
包括
ケア

システム
の構築

○目標：
地域包括ケアシステムの
構築の推進を目指す
○高知県の状況：
居宅介護利用者の平均
要介護度
　 2.095(R元年度)　　
→2.117(R4年度)
○全国の状況
居宅介護利用者の平均
要介護度2.276(R4年
度)

①高知版地域包括ケアシステムの構築
〇医療・介護・福祉サービスの確保及び連携
福祉保健所圏域毎に「地域包括ケア推進協議体」や「在宅医療介護
連携に関する協議会」を設置し、圏域内の多職種連携やICT情報連携
ツールの運用促進、介護予防サービス確保等に向けた課題や対策を協
議し、必要な取り組みを進めた。

②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築
精神疾患を早期に発見し適切な医療につなぐため、精神科以外の医師
や看護師等が精神疾患についての知識・技術などを習得する「かかりつけ
医心の健康対応力向上研修」を実施し、延べ462人が受講した。

①高知版地域包括ケアシステムの構
築
・「高知家＠ライン」は、導入施設のう
ち医療機関の導入が一番多い状況で
すが、地域医療の要となる中核医療
機関の加入が十分に進んでいない状
況。
・「高知家＠ライン」の活用が、中核医
療機関の診療業務にどのような効果が
あるのかを、十分に伝えられていないこ
とが原因と考えられる。
②精神障害者にも対応した地域包括
ケアシステムの構築
・研修やアウトリーチ推進事業により、
精神科以外のかかりつけ医師と精神科
医師の連携や市町村と医療関係者等
の連携、地域の支援者やピアサポー
ター等の人材育成が進んだ。こうした取
組により地域において医療や福祉が連
携して精神障害者を包括的に支援す
る、精神障害者にも対応した地域包
括ケアシステムの構築が進んだ。

①高知版地域包括ケアシステムの
構築
・中山間地域の医療・介護サービス
の不足に対し、限られた資源で対応
していくための効果的、効率的なサー
ビス提供が必要。また、「高知家＠ラ
イン」の加入増加も課題。
②精神障害に対応した地域包括ケ
アシステムの構築
・精神障害のある人等が地域で安心
して暮らしていくためには、地域住民
の理解が不可欠であり、精神障害や
精神疾患の症状や特徴などの正しい
知識の周知啓発が必要です。また市
町村に対し、保健師や各分野の支
援担当者など、支援に関わる職員の
人材育成や専門的な助言による包
括的な支援の推進が必要。

第３章　目標・施策の進捗状況等
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目標の達成状況 取組内容 取組に対する評価分析 課題と今後の施策

○後発医薬品の
　　使用割合
・目標：80％以上
　　　（R5年度）

・高知県の状況：　　
　　　　　　81.9％
　　　　(R5年度)
　
・全国の状況：
　　　　　　84.8％
　　　　(R5年度)

○県民等への啓発
・後発医薬品の品質等に対する理解を深め、正しい知識の啓発を図る
ため、医療関係者等に対して講演会等を開催。また、県民に対してはテ
レビＣＭや新聞広告等あらゆる媒体を活用し啓発。
○後発医薬品採用のための環境整備
・公的病院等の採用後発医薬品リストを県ホームページで公開し、医療
機関、薬局が後発医薬品を採用しやすくするための環境整備を図った。
また、レセプトを活用し、医療機関、薬局毎の後発医薬品の使用状況
等に関する情報の提供。
○後発医薬品差額通知等の実施
各保険者において、被保険者に対する後発医薬品差額通知（以下、
「差額通知」という。）や後発医薬品の希望カード等の配布に取り組み、
後発医薬品の使用促進を図った。
・市町村国保においては、平成29年度からは全34市町村が全年齢を
対象に通知している。

・後発医薬品の使用割合について
は、平成30年度71.1％（全国
75.9％）から令和5年度81.9％
（全国84.8％）と10.8ポイント
上昇しており、県民等の後発医薬
品に対する理解が進んできたと考
えられるが、依然として、全国45
位（令和5年度）と低迷が続い
ており、一層の使用促進対策が必
要。

・令和11年度には、後発医薬品の
使用割合を全国平均並みとするため、
医薬品の安定的な供給を基本としつ
つ、引き続き、高知県薬剤師会や保
険者等と連携した取組を推進する。

① 重複投薬
　（高知県の状況）
・令和３年度に複数医
療機関から同一月に同
一成分の薬剤の投与を
受けた患者割合、薬剤
費割合は、全国とほぼ同
じ状況。

② 多剤投薬
　（高知県の状況）
・令和3年度の同一月に
複数種類の薬剤の投与
を受けた患者割合、薬剤
費割合は、「高齢者の医
薬品適正使用の指針」に
より副作用の発生等が懸
念される6剤以上で全国
を上回っている。

○県民への啓発
・県は、かかりつけ薬剤師・薬局の意義・有用性などについて県民への周
知を行うとともに、かかりつけ薬剤師・薬局による服薬確認の徹底や重複
投薬の是正に関する対策を強化。
・お薬手帳を活用することにより、重複・多剤投薬や服薬の防止となるこ
とからお薬手帳の利用促進と服薬情報の一元管理のためのお薬手帳の
１人一冊化の普及啓発。

○保険者の取組
・保険者は、レセプトデータ等を活用し、重複・多剤服薬者の抽出を行い、
対象者へ服薬情報を通知。
・かかりつけ薬剤師・薬局と連携して、服薬状況が気になる患者のレセプ
ト確認や個別訪問、薬局店頭での声掛け等により重複・多剤投薬や服
薬の是正に取組んだ。

・かかりつけ薬剤師が、処方医と連
携して患者の服薬状況を一元的・
継続的に把握したうえで患者に対
して服薬指導等を行った場合に算
定できるかかりつけ薬剤師指導料
及びかかりつけ薬剤師包括管理
料は全保険薬局の63.4％が届
出をしている（R6.9.1四国厚生
支局）。
・かかりつけ機能の役割を発揮して
患者に最適な薬学的管理を行う
ための薬局・薬剤師業務の評価で
ある地域支援体制加算は全保険
薬局の44.8％が届出をしている
（R6.9.1四国厚生支局）。
・引き続き、県民へのかかりつけ薬
剤師・薬局の意義を普及啓発す
るとともに、保険者とかかりつけ薬
剤師・薬局の服薬支援体制のさら
なる強化が必要。

○県民への啓発
・県は、かかりつけ薬剤師・薬局の意義・
有用性などについて県民への周知を図る
とともに、かかりつけ薬局での服薬確認の
徹底や薬局店頭での声かけ等を進める。
○服薬情報の一元的・継続的管理の
推進
・お薬手帳（電子版を含む）の効果的
な活用方法を県民へ普及啓発し、かかり
つけ薬剤師・薬局による服薬情報の一
元的・継続的管理により重複投薬等の
是正を進めるとともに、患者ＱＯＬの向
上を図る。
○重複・多剤通知の実施と対象者への
服薬支援
・保険者は、レセプトデータから重複・多
剤服薬者の抽出を行い、服薬情報を個
別通知し、医師や薬剤師への相談を促
す。
○電子処方箋
・令和５年１月から運用が開始された
電子処方箋については、重複投薬等の
防止につながることから、関係機関と協
議を進め、県内の実情にあった普及促進
の取組を検討する。

第３章　目標・施策の進捗状況等

（３）
後発

医薬品
の使用
促進

（４）
医薬品
の適正
使用の
推進
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（１）第３期高知県医療費適正化計画における医療費推計と実績の数値について
　　１．計画における医療費推計
　　　　・第3期高知県医療費適正化計画では、医療費適正化に係る取組を行わない場合、平成30年度の推計医療費3,265億円から、令和5年度には3,537億円まで医療費が増加するものの（適正化
　　　　　前）、医療費適正化に係る取組を行うことで、令和5年度の医療費は3,508億円となると推計していた（適正化後）。
　　　　・しかし、令和5年度の実績医療費（見込み）は、3,241億円となっており、適正化取組後の推計医療費3,508億円と比較した場合、267億円減少している。 

第４章　医療費推計と実績の比較・分析

（１）県民の健康の保持の推進
　　　　・本県の課題である壮年期の死亡率の改善等を図るために、生活習慣病の予防や疾病の早期発見に向け、引き続き特定健診の受診率向上とメタボリックシンドロームの該当者及び　　　
　　　　　予備群に対する特定保健指導の実施率向上を図るとともに、高血圧対策、糖尿病等の血管病の重症化予防対策などに取り組む必要がある。 
（２）医療の効率的な提供の推進
　　　　・本県は、全国に先駆けて高齢化が進んでいるうえに、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が多いこと、また、中山間地域が多く、医療・介護サービスの提供が十分に行きわたりに　　
　　　　　くいことなどから家庭での看護・介護力が脆弱であり、一旦病気となった場合には入院に頼らざるを得ない現状があることから、たとえ病気や介護が必要な状態になったとしても、住み慣
　　　　　れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、病床機能の分化と関係機関との連携を推進し、療養環境の整備等に取り組むとともに、在宅医療の充実、あったかふれあいセン
　　　　　ターの整備と機能強化などにより高知版地域包括ケアシステムの推進に取り組む必要がある。
　　　　・令和11年度末までに後発医薬品の使用割合（数量シェア）を80％とする政府目標が設定された後発医薬品の使用促進について、令和5年度実績で81.9%となり目標は達成
　　　　　しているものの、依然として、全国45位と低迷が続いていることから、引き続き、県民等への啓発や、後発医薬品差額通知を実施するとともに、バイオ後続品の普及促進などの取組を
　　　　　より一層促す必要がある。
（３）今後の対応
　　　　・令和6年度から令和11年度を期間とする第4期高知県医療費適正化計画においては、このような状況に対応するために、血管病の重症化予防対策やがん検診、健康づくりの県
　　　　　民運動といった県民の健康の保持の増進、また、地域医療構想の推進や地域包括ケアシステムの構築、医薬品の適正使用のほか、化学療法の適正化や高齢者の大腿骨骨折対
　　　　　策などにも新たに取り組んで行く。
　　　　・今後、県、市町村、保険者、医療機関等の関係者が連携、協力し第4期高知県医療費適正化計画を着実に推進することにより、県民の方々の健康と長寿を確保するとともに将
　　　　　来の医療費の伸びの抑制を図っていく。

第５章　今後の課題及び推進方策

＜医療費推計と実績の差異＞
①推計値

（適正化前）

②推計値

（適正化後）
③実績値

④推計値と実績値の差

（③－②）

平成 30 年度 3,265 億円 3,239 億円 3,214 億円 ▲25 億円

令和元年度 3,320 億円 3,293 億円 3,236 億円 ▲57 億円

令和２年度 3,375 億円 3,348 億円 3,166 億円 ▲182 億円

令和３年度 3,428 億円 3,401 億円 3,224 億円 ▲177 億円

令和４年度 3,482 億円 3,454 億円 3,238 億円 ▲216 億円

令和５年度

（実績見込み）
3,537 億円 3,508 億円 3,241 億円 ▲267 億円

８


